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15 外出の利便   
 

移動支援事業 ○身○知○精 
〔対象者〕 

屋外での移動に著しい制限がある重度障害のある人及び重度障害のある子ども 

・重度の下肢・体幹機能障害 

・重度の知的障害 

・重度の精神障害 

地域生活支援事業の支給決定を受けておくことが必要です。 

※障害福祉サービスのうち、「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」

の支給決定を受けている人は利用できません。 

〔内容〕 

社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際にガイドヘルパーが

移動を支援します。 

〔利用者負担〕 

所得に応じて負担上限月額が設定されます。ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となりま

す。 

〔窓口〕 

各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 

 

 

リフトバスの運行 ○身○知○精  
〔対象者〕 

市内に居住する障害のある人や障害のある子どもの参加人員がおおむね１０人以上のグループ

〔内容〕 

原則として市内での研修、レクリエーション等を行う場合に利用できます。 

利用時間 原則として８時間以内 

申請期間 利用する日の属する月の３か月前の１日から１０日までの間に受け付けます。 

※リフトバスの運行に要する有料道路の通行料及び駐車場の使用料等は利用者負担です。 

※申請が重複する場合、抽選を行います。抽選後、空いている日については先着順で予約を 

 受け付けます。 

〔窓口〕 

各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 

 

 

車いす対応路線バスの運行 ○身  
〔内容〕 

○ 交通局の路線バスは、全車（小型車両を除く）車いすのままで乗車できるスロープ付車両で、
市営バスの市内路線を網羅する形で運行しております。 

○ スロープ付ではない小型車両については、事前に営業所へ連絡をお願いしており、スロープ
付車両への変更などの代替対応を行っています。 

○ バス車両によって異なりますが、車いすは１台～２台乗車できます。 
○ 車いすでの乗り・降りは、スロープのある扉からとなります。 
○ 車内の車いすスペース（通常は跳上式座席）に車いすを固定します。 
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重度障害者に対するタクシー運賃の一部助成 ○身○知○精  
〔対象者〕 

市民税非課税世帯（4～6 月に申請する場合は前年度市民税非課税世帯）で、市内に住所を有し、

下記①～③のいずれかに該当する在宅の人 

① 視覚障害、肢体不自由の下肢・体幹・移動機能障害及び内部障害者で身体障害者手帳 

１・２級の人（但し、複数の障害の合併により、１・２級となっている人を除く） 

② 療育手帳「Ａ」の人 

③ 精神障害者保健福祉手帳１級の人 

※施設に入所、又は病院に入院している方で退院見込みのない方は助成の対象から除かれます。 

〔内容〕 

在宅の重度の障害のある人が外出等の手段としてタクシーを利用する場合、乗車運賃の一部を

助成します。 

助成回数 

年間最大 48 回まで 

利用方法 

タクシー乗車時に（身体障害者／療育／精神障害者保健福祉）手帳を提示のうえ、 

「重度障害者タクシー利用券」を乗務員に渡してください。 

利用できるタクシー 

北九州タクシー協会加入のタクシー会社及び市と契約したタクシー 

〔窓口〕 

各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 
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福祉有償運送 ○身○知○精○難  
〔対象者〕 

以下のいずれかの要件を満たし、事前に各送迎団体に会員登録する必要があります。（団体に

より利用できる方の条件が異なります） 

① 単独では公共交通機関を利用することが困難な身体障害のある人、要介護者、要支援者 

② その他、精神障害、知的障害、難病等により単独では公共交通機関の利用が難しい方 

〔内容〕 

非営利活動法人（ＮＰＯ）や社会福祉法人等が、（公共交通機関の利用が難しい方を対象に）自

家用車を利用して行っている非営利の送迎サービスです。送迎団体は、運送の条件を整え、北

九州市福祉有償運送運営協議会での協議の後、国土交通大臣により登録された団体です。 
 

団 体 名 運送地域 受付日時・電話番号 備 考  

ＮＰＯ法人 陽気 北九州市内 

０９０-１９２６-１８５９ 

月曜日～土曜日 

８：００～１７：００ 

通院等 

※利用は事前予

約が必要です。 

なお、申込の状況

により、ご利用で

きない場合があ

ります。 

 

 

 

※費用・運送日時

は各団体により

異なります。 

会費等が必要な

団体もあります

ので、必ず事前に

利用条件等をご

確認ください。 

ＮＰＯ法人 好楽会 北九州市内 
（主に小倉南区、小倉北区） 

０９０-５７３８-２４８２ 

月曜日～土曜日 

８：００～１７：００ 

通院・通所(買物

等) 

社会福祉法人 まどか 
北九州市内 

（若松区起点） 

０９３-７７１-１９４５ 

月曜日～金曜日 

９：００～１５：００ 

 

ＮＰＯ法人 

通院介護センター 

さわやか 

北九州市内 

①八幡事業所 

０９３-６１６-８５５８ 

②小倉事業所 

０９３-６４７-３２１０ 

月曜日～金曜日 

９：００～１５：００ 

通院のみ利用で

きます。 

 

ＮＰＯ法人 

北九州あいの会 

北九州市内 
（主に八幡西区、 

八幡東区、戸畑区） 

０９３-６４２-３９２１ 

月曜日～土曜日 

９：００～１７：００ 

 

ＮＰＯ法人 

北九州ひだまりの会 

北九州市内 

（主に八幡西区） 

０９３-６４１-０１３９ 

月曜日～金曜日 

８：３０～１７：００ 

 

ＮＰＯ法人 

にこり 
北九州市内 

０８０-３４９７-２０６４ 

月曜日～金曜日 

９：００～１6：００ 

主に医療的ケア

児の利用となり

ます。 

ＮＰＯ法人 

ハッピービー 
北九州市内 

０９３-３８３-０５９５ 

月曜日～土曜日 

８：００～１７：００ 

通院・通所 

ＮＰＯ法人 そよ風 北九州市内 
（主に小倉北区、小倉南区） 

０９０-９５６５-４２８６ 

月曜日～土曜日 

８：００～１７：００ 

通院・通所 

ＮＰＯ法人 さんぽ 北九州市内 

０７０-５５３７-５９７９ 

月曜日～土曜日 

８：３０～１７：３０ 

通院等 

医療法人 

桜が丘クリニック 

さくらんぼ 

北九州市内 

０９３-６４５-５３８０ 

月曜日～金曜日 

９：００～１７：００ 

通学・通院 

（令和７年４月現在） 
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自動車運転免許取得の助成 者 ○身○知○精  
〔対象者〕 

市内に居住し、身体障害者手帳１～４級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る人 ※運転免許の適性については都道府県公安委員会が判断します。 

〔内容〕 

就労などのため第一種普通自動車運転免許を取得する場合に、教習に要する費用の一部として、
５万円を助成します。教習を開始する前に申請が必要です。 

〔窓口〕 
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 

 

身体障害者用自動車改造費の助成 者 ○身  
〔対象者〕 

市内に居住し、身体障害者手帳１級又は２級の上肢・下肢・体幹機能障害があり（複数の障害の
合併により、１・２級となっている方を除く）、就労のために自分で自動車を所有し、運転する満
１８歳以上の人 
ただし、所得制限があります。 

〔内容〕 
自動車のハンドル、アクセル、ブレーキなどを改造するための費用を、１０万円を限度に助成し
ます。事前の申請が必要です。 

〔窓口〕 
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 

 

駐車禁止除外指定車の標章の交付 ○身○知○精  
〔対象者〕 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、対象とな

る障害区分・級別等に該当する方 

〔内容〕 

標章の交付を受け、標章を車両前面の見やすい箇所に掲げる車両は、道路標識で駐車が禁止さ

れている場所に一時駐車できます。 

※注意事項 

・歩道、交差点内等、法定の駐車や停車が禁止された場所には駐車できません。 

・時間制限駐車区間(パーキング･メーターが設置された場所)では、作動手数料を納付しなけ

れば駐車することはできません。※利用時間は６０分です。 

また、駐車枠以外の場所に駐車することもできません。 

・標章を他の都道府県で使用する際は、駐車場所によっては駐車違反になる場合がありますの

で、使用する都道府県警察にお問い合わせください。 

・手続きには、添付資料が必要です。要件が具備しているか審査をします。 

必要な添付資料を含む詳細については、住所地を管轄する警察署にお問い合わせください。 

〔窓口〕 
住所地を管轄する警察署 

門 司 〒８０１-０８４１ 北九州市門司区西海岸二丁目３-１３ ＴＥＬ ０９３-３２１-０１１０ 

小 倉 北 〒803-８５６７ 北九州市小倉北区大門一丁目６-１９ ＴＥＬ ０９３-５８３-０１１０ 

小 倉 南 〒８０２-０８１６ 北九州市小倉南区若園五丁目１-６ ＴＥＬ ０９３-９２３-０１１０ 

若 松 〒８０８-００６６ 北九州市若松区くきのうみ中央１-１ ＴＥＬ ０９３-７７１-０１１０ 

八 幡 東 〒８０５-００５３ 北九州市八幡東区大谷一丁目１-１ ＴＥＬ ０９３-６６２-０１１０ 

八 幡 西 〒８０６-００３７ 北九州市八幡西区東王子町２-１ ＴＥＬ ０９３-６４５-０１１０ 

折 尾 〒８０７-０８２４ 北九州市八幡西区光明一丁目６-６ ＴＥＬ ０９３-６９１-０１１０ 

戸 畑 〒８０４-００６７ 北九州市戸畑区汐井町２-１ ＴＥＬ ０９３-８６１-０１１０ 

担当係 交通課（小倉北警察署及び折尾警察署は交通第一課） 
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有料道路の通行料金割引 ○身○知  
〔対象者〕 

① 障害のある人が運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けているすべての人 

② 介護者が運転し、障害のある人が乗車している場合は、第１種の身体障害者手帳又は療育手

帳Ａの交付を受けている人 

 

〔内容〕 

料金を支払う際に、有料道路割引証明を受けた身体障害者手帳又は療育手帳を料金所係員に

呈示し、車両が割引対象車両の要件を満たす場合、通行料金が通常料金の約半額になります。       

割引には事前に申請が必要です。また、手帳に有料道路割引登録シールを貼り付けておく必

要があります。 

ＥＴＣを利用する場合は、上記手続きの他に別途手続きが必要です。 

詳細はＮＥＸＣＯ西日本ホームページ（https://www.w-nexco.co.jp/disabled/）をご確

認ください。 

※障害者割引の適用には有効期限があります。 

※利用時には、事前に手続きを行った身体障害者手帳又は療育手帳を必ず携行してください。 

※違反行為には本割引の停止や割増金の支払いなどの措置がとられることがあります。 

※上記②に該当する場合、「道路介護」と記載されたシールがないと割引が適用になりません。 
 

〔窓口申請〕 

各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 

必要書類（原則） 

① 障害のある人の身体障害者手帳又は療育手帳 

② 車検証又は軽自動車届出済証 

③ 本人運転の場合は、運転免許証 

④ ＥＴＣ利用の場合は、ＥＴＣカード（障害のある人の名義）・ＥＴＣ車載器セットアップ 

申込書及び証明書 
※各種書類等については原本を呈示してください。 
※手続きの内容によって必要書類が異なります。詳しくはご案内冊子をご確認ください。 
 

〔オンライン申請〕 

自家用車を事前登録のうえＥＴＣ利用申請される方限定です。 

詳しくは、ＮＥＸＣＯ西日本ホームページ（https://www.w-nexco.co.jp/disabled/）をご確 

認ください。 

 

＜問合せ先＞ 

西日本高速道路株式会社 九州支社 
ＴＥＬ ０９２－２６０－６１１１（営業時間：平日９時～１２時、１３時～１７時２５分） 

福岡北九州高速道路公社 北九州事務所 
ＴＥＬ ０９３－９２２－６８１１ 

＜ＥＴＣ利用の登録状況等に関する問合せ先＞ 

有料道路ＥＴＣ割引登録係 
ＴＥＬ ０４５－４７７－１２３３（受付時間：平日９時～１７時） 
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